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第 46回東京モーターショー2019九都県市ブース運営業務委託仕様書 

 

１ 目的 

自動車排出ガスによる環境負荷の低減のため、第 46回東京モーターショー2019の来

場者（子供連れの家族を主とする）に対し、エコドライブの普及・啓発を主目的とする

とともに、あわせてその他の九都県市の取組内容の啓発を行う。 

  

２ 出展場所及び日程 

場所：東京ビッグサイト 九都県市ブース ※区間位置未定 

広さ：約１８㎡（間口２．９７ｍ×奥行２．９７ｍ×２小間）、高さ２．７ｍ 

運営期間：令和元年 10月 23日（水曜日）から 11月４日（月曜日・祝日）まで 

 

   表 運営期間等詳細 

     開催日 開催時間 

搬入・設営 10月 20日(日曜日)8時から 22日(火曜日)18時ま

で(予定) 

ブース 

運営期間 
プレスデー 

10月 23日（水曜日）  8 時～18 時 

10月 24日（木曜日） 8 時～11 時 30分 

オフィシャルデー（開会式等式典

の実施） 
10月 24日（木曜日）  11時 30分～18 時 

特別招待日、障がい者手帳をお持

ちの方の特別見学日 
10月 24日（木曜日） 14 時～18時 

プレビューデー（販売枚数限定）

の入場券で入場可能 
10月 25日（金曜日） 9 時～14 時 

一般公開日 

10月 25日（金曜日）～11月４日（月・祝日） 

10月 25日（金曜日） 14 時～20時 

月曜日から土曜日まで 10 時～20時 

日曜日（祝日含む） 10 時～18時 

搬出・撤去 11 月４日（月・祝日）20時から５日(火曜日)18

時まで(予定) 

 

３ 契約期間 

 契約確定日の翌日から令和元年 12月６日（金曜日）まで 
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４ 支払方法 

 委託検査完了後、受託者からの請求に基づき一括払いとする。 

 

５ 出展・展示内容 

 出展・展示は、次のとおり実施すること。なお、実施にあたっては、別紙１に示す貸

与物品及び使用上の留意事項を順守すること。 

（１）目標 

本ブースの来場者数の目標は 4,000人以上とする。  

（２）エコドライブの普及・啓発 

子供連れの家族が来場しやすい雰囲気のブースとすること。 

エコドライブシミュレータ（２台）とエコドライブクイズアプリを活用し、ブース

体験後にエコドライブの実践を意識してもらえるようなブースとすること。   

（３）その他 

①アンケートの実施 

②普及啓発品の配布 

③パネルＡ１サイズ相当２枚（ガソリンベーパー対策の啓発、九都県市大気保全専

門部会活動報告）の作成及び展示 

④発注者が用意する各種リーフレット（２、３種類）の備え置きスペースの確保 

 

６ ブース設営及び撤去 

 搬入搬出、施工、設備に関することは、第 46回東京モーターショー2019規程（以下

「規程」という。）及び第 46 回東京モーターショー2019 主催者である一般社団法人日

本自動車工業会（以下「主催事務局」という。）の指示に従うこと。 

（１）搬入・搬出 

 ブースの装飾に必要な資器材、展示物品、アンケート用紙及び啓発品等は、規程に

定められた期間内に受託者が搬入搬出すること。 

（２）ブースの装飾 

 展示施設物の材料、大きさ、その配置、音響機器類の使用基準、その他展示・施工

上の注意については規程に従い、提案書の内容と同等のものに仕上げること。 

（３）物品保管場所等の確保 

 展示物品、アンケート用紙及び啓発品の保管、従事者の手荷物置場及び更衣に使用

する場所をブース内に確保すること。ただし、物品等は適時ブース内に補充すること

によって支障なくブース運営が可能であるならば、物品等の一部を受託者が別途確保

した保管場所へ保管しても差し支えない。 

（４）貸与物品 

貸与物品は、それぞれの指定場所において受け取り、一般公開終了後に速やかに返
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却すること。 

 

７ ブース運営 

（１）小間の運営・実演 

 提案書を基に受託者と発注者の協議のうえ実施する。また、実施にあたっては規程

及び主催事務局の指示に従うこと。 

（２）来場者アンケート 

受託者が用意したアンケート用タブレット又はアンケート用紙（無漂白再生紙で

5,000枚）を使用し、アンケートを実施すること。なおアンケートの内容は、受託者

の企画提案を基に、発注者と協議の上、決定する。また、事前に発注者と協議の上、

回収したアンケートを集計及び解析し、その結果を発注者へ報告すること。 

（３）啓発品 

 啓発品は、5,000個作成すること。なお、受託者が企画提案で提示した啓発品案を

基に、発注者と協議のうえ、決定すること。また、余剰となった場合には、発注者の

指定する場所へ納品すること。 

（４）従事者の配置 

 開催期間中は、展示物等の案内・説明、啓発品の配布等それぞれの担当において交

代要員を含め十分な人数の従事者を受託者が確保し配置すること。 

（５）ブース及びブース来場者の安全管理 

規程及び主催事務局の指示に従い、ブース及びブース来場者の安全管理を徹底する

こと。 

 

８ その他の関連業務 

（１）主催事務局への届出等手続 

  次の各種手続は受託者が行うこと。 

ア 小間内責任者届 

イ 小間内装飾業者届 

ウ 計画搬入出調査書 

エ 電気使用申込 

オ 電気工事落成届 

カ その他必要な手続 

（２）出展者入門証 

 受託者が必要とする期間において出展者入門証を最大６枚貸与する。なお、本委託

業務の遂行にあたって出展入門証が不足する場合には、受託者が出展者入門証を確保

すること。 

（３）出展関係者バッジ 
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 会場内で搬入搬出及び施工の作業にあたる作業員が着用する出展関係者バッジは、

受託者が必要数を確保すること。 

（４）諸経費の負担 

 規程２－18 諸経費一覧に示された各種諸経費のうち、出展・展示区分の項目につ

いては受託者が負担すること。 

 

９ 報告書の作成 

 アンケートの解析結果を含む報告書（Ａ４判 50 ページ以内）を作成し、紙媒体一

式及び電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤⅤＤ－Ｒ）一式を発注者が指定する場所へ納品する

こと。なお、納品期限は令和元年 12月６日（金曜日）とする。 

 

10 契約代金の支払方法 

委託業務完了後、一括払いとする。 

 

11 特記事項 

（１） 受託者は、契約締結後、九都県市首脳会議環境問題対策委員会大気保全専門部会

の担当者と十分打ち合わせのうえ、速やかに業務全体の工程及び業務項目別の工

程内容を含む、業務実施計画書を提出し、九都県市首脳会議環境問題対策委員会

大気保全専門部会の承認を得ること。 

（２） 業務の進行状況等について、適時、報告すること。 

（３） 本仕様書に疑義が生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、その

都度協議のうえ決定するものとする。 

 

12 作成物の帰属及び秘密の保持等 

（１）作成物件の所有権及び著作権（著作権法第 27条及び第 28条の権利を含む。）は、

全て九都県市首脳会議環境問題対策委員会大気保全専門部会に帰属する。 

（２）受託者は、本委託の執行にあたり知り得た資料及び情報等は、一切、外部に漏ら

してはならない。 

（３）業務完了後も同様とする。受託者は、データの秘密保持等について万全の管理を

行い、データの処分についても、九都県市首脳会議環境問題対策委員会大気保全専門

部会の指示に従い処理しなければならない。 

（４）本委託で得たアンケート調査等の目的外使用を禁止する。 

（５）九都県市首脳会議環境問題対策委員会大気保全専門部会が貸与する資料については、

万全の注意をもって保管し、使用が終了した場合は速やかに返却しなければならない。 
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13 環境により良い自動車利用 

本契約の履行にあたって自動車を使用し、又は利用する場合は、九都県市指定低公害

車に指定された自動車であること。  
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別紙１ 

貸与可能な物品等及び使用上の留意事項について 

 

貸与物品等は次のとおりとする。 

なお、貸与期間中に受託者の過失により破損等の不具合が生じた場合には、修理又は弁

償すること。 

 

１ エコドライブシミュレータ（使用必須） 

貸与数は３台とし、常時使用２台、予備１台とする。 

エコドライブシミュレータ 1台あたりの構成は次のとおり 

・ノートパソコン（従事者操作用） 

・モニター（体験者用）23インチ 

・ハンドル及びアクセル 

・カラープリンタ 

・シミュレータソフト※現オクテック社製 エコドライブ判定結果の出力機能あり。 

【使用上の留意事項等】 

・シミュレータの設置に必要なテーブル、椅子、延長コード等は、受託者が確保する

こと。 

・１台あたり１人以上の従事者を配置することとし、その手配は受託者が行うこと。 

・受託者は発注者が実施する操作説明等の研修を受け、従事者へその内容の研修を実

施すること。 

・従事者は、体験者へ操作説明等を行うこと。 
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２ エコドライブクイズアプリ（使用必須） 

【概要】 

九都県市キャラクター「エコドラくん」が登場するアニメーションにより、クイズ

10題からランダムで３題が出題され、各設問の回答後に正答と解説を表示される。 

・貸与数は４台とし、最大使用３台、予備１台とする。 

タブレット端末1台あたりの構成は次のとおり 

タブレット（本体）、付属品（本体カバー、充電器、搬送用収納箱） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 各種動画（ＤＶＤ） 

企画提案の際、用いることができる。ただし、モニター及びＤＶＤ再生機等は受託者

が用意すること。 

九都県市エコドライブ動画（時間１５秒×３パターン） 

  (内容)・車の発進から巡航まで 

     ・車の減速から停止まで 

     ・車を使用する前にできること 

 

４ キャラクター 

 展示施設物、普及啓発品等の作成にあたり、九都県市キャラクター「エコドラくん」

のデザインを使用することができる。 

 

 

 


